
平成 31年 3月 13日 

厚生労働省政策統括官（統計・情報政策、政策評価担当）付 

参事官（企画調整担当）付 

行政報告統計室 衛生統計第二係 

 

 

平成 29 年度地域保健・健康増進事業報告における結果表の留意点について 

 

 

１．茅ヶ崎市保健所について 

 

  茅ヶ崎市の平成 30年 4月 1日の保健所設置市移行に伴い、茅ヶ崎市保健所が新設された。

茅ヶ崎市保健所の新設に伴い、神奈川県が設置する茅ヶ崎保健所は廃止され、茅ヶ崎保健所が

管轄していた茅ヶ崎市及び寒川町は茅ヶ崎市保健所の管轄となった。そのため、結果表の集計

は以下のとおりとなっている。 

 

・保健所表の茅ヶ崎市保健所については、寒川町分の保健所業務を含む。 

・市区町村表の茅ヶ崎市について、茅ヶ崎市保健所の業務を一体的に報告している結果表につ

いては、寒川町分の保健所業務を含む。 

 


